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「偉大な社会」期 アメ リカの住宅政策
一 低所得者層向け住宅助成を中心に一

豊 福 裕 二

は じ め に

アメリカの住宅政策を他の先進諸国と比較 した場合,し ばしばアメリカの特

徴として指摘されるのが,.市場 メカニズムに依拠 した持家政策の重視 と,そ の

裏返 しとしての公共住宅政策の副次的性格である。例えば平山洋介は,1卜産階

級向けの持家政策と低所得者向けの政策とが区分 され,前 者が主流 となり後者

が残余的な位置に押 しとどめられる構造 を 「分割主義」 と呼び,そ れをアメリ

カの住宅政策の基本的な性格であるとしているD。 また広原盛明は,欧 米諸国

の住宅政策を,住 宅政策の主たる目的(「社会安定」 と 「資本蓄積」)と 介入の

程度(「積極」と 「消極」〉 とを指標 として類型化するなかで,ア メリカを 「積

極的資本蓄積型」 と規定 し,そ の特徴 として,住 宅政策が 「主として保守政党

の経済政策の一環 として形成されてきた」点をあげている2,。言い換えれば,

低所得者層に対するナショナル ・ミニマムの保障という社会政策的な目的より

も,民 間住宅産業にとっての市場拡大という経緕政策的な目的に重点を置いて

いるgが,ア.メ リカの住宅改築の基本的性格であるということになろう。

もっとも,こ のような一般的性格規定だけでは,1960年 代の住宅政策,と り

わけジョンソン政権期のそれを理解するのはむずか しい。というのも,ジ ョン

1)半 山洋介 「アメリカの住宅政策1(小 土徹 ・大場茂明 ・檜谷美恵子 ・平 山洋介 「欧米 の住宅政

策」 ミネルヴ ァ書房,1999年,第4章}24】 ペ ージ。

2)広 原盛 明 「〔国際比較〕欧.米の住 宅問題 ・住宅政策」r経 済」新 日本出版社
,第279号,1987年

7月,150ペ ージこ
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「偉大な社会」期アメリカの住宅政策(413)73

ソ ン 政 権 期 は,い わ ゆ る 「貧 困 戦 争(war・np・verty)」 や 「偉 大 な 社 会

(TheGreatSociety>」 の ス ロ ー ガ ンの も と に,貧 困 問題 の 解 決 に 向 け た さ ま

ざ まな 取 り組 み が行 わ れ た時 期 で あ り,住 宅 政 策 に お い て も,低 所 得 者 向 け住

宅 助 成 が大 幅 に拡 充 され る な ど,社 会 政 策 的 な 目的 を一 定 重 視 す る傾 向 が 見 ら

れ た か らで あ る 。 したが っ.て,ア メ リ カの住 宅 政 策 の性 格 を理 解 す るた め には,

条 件 の い か な る 変化 が,ジ ョ ンソ ン政 権期 にお い て社 会 政 策 的 側 面 の 重視 を可

能 と した の か が 明 らか に され ね ば な ら ない 。

本稿 の課 題 は,以 上 の よ う な視 角 か ら,ジ ョ ン ソ ン政 権 期 にお け る低 所 得 者

層 向 け住 宅 助 成 の展 開過 程 を考 察 し,そ れ に よ って 同時 期 の住 宅 政 策 の性 格 を

明 らか にす る こ とに あ る。.以 ドで は,ま ず ジ ョ ン ソ ン政 権 期 の位 置づ けを 明確

に す る た め に,戦 後 の住 宅 政 策 の 基 本 的性 格 を概 観 し,次 に それ との連 続 性 あ

る い は 断絶 性 を意 識 しなが ら,第n節 にお い て ジ ョ ン ソ ン政 権 期 の住 宅 政策 の

形 成過 程 を跡 づ け,第m節 で そ の 成 果 と限界 につ い て考 察 す る。

な お,表 題 の 「偉 大 な社 会 」 期 とは,通 常 ジ ョ ン ソ ン政 権 期 を指 す が,本 稿

が 主 た る分 析 対 象 にす る1968年 住 宅 ・都 市 開発 法 は,現 実 に はニ ク ソ ン政権 期

に 実施 に移 され てい くた め,ニ ク ソ ン政権 期 まで を考 察 の対 象 に含 む もの とす

る 。

亘.戦後の住宅政策の基本性格

1住 宅政策の基本理念

ア メ リカ に おい て 住 宅 政 策 の 基 本 目標 が 確 立 され,連 邦 政府 に お け る住 宅 政

策 の 位 置 づ け が 明 確 に さ れ る の は,第 二 次 大 戦 後 の1949年 住 宅 法(Housing

Actof1949,以 下1949年 法 と略 す)に お い て で あ る。 同法 に も とづ い て策 定 さ

れ た 全 国住 宅 目標 〔nationalhousingohjectives)は,そ の後 の住 宅 関 連 立 法

に おい て も絶 えず 再確 認 され,.今 日な お ア メ リカの住 宅 政 策 の基 本 目標 と.され

て い る もの で あ り,戦 後 の住 宅政 策 の基 本 理 念 を示 して い る ζい え る。

同法 の 第2条 「全 国 住 宅 政 策(nationalhousingpolicy>の 宣 言 」 は,ア メ
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リ カ の 住 宅 政 策 の 目 標 と して,次 の よ う に 述 べ て い る 。

「議 会 は こ こに,国 家 の全 面 的 な福 祉 と安 全,国 民 の 健康 と生活 水 準 の確

保 の た め には,深 刻 な住 宅 不 足 を解 消 す るの に 十分 な住 宅 生 産 と,そ れ に

関 連 す る コ ミュ.ニテ ィ開発 を行 う こ と,ス ラ ムお よび 荒廃 地 域 の ク リア ラ

ンス に よ って標 準 以.ドあ るい は不 適 切 な 住 宅 を 除去 す る こ と,さ ら にす べ

て.のアメ リカ の家 族 に対 す る快 適 な住 宅 と適 切 な居 住 環 境 の提 供 とい う 目

標 を,で きる 限 りす み や か に実 現 す る こ とが 必 要 で あ り.そ れ こそ が,コ

ミ ュニ テ ィの 開発 と再 開 発 お よび 国 家 の成 長,富,安 全 の 増 進 に寄 与 す る

もの で あ る こ と を宣 言 す る。」3}

これは,住 宅政策の目的が国民の健康 と福祉の増進にあること,そ レてその

ために,あ らゆる国民 に対 して一定の居住水準を保障すべきことを宣言 したも

ので,欧 州諸国の住宅政策 と同様,住 宅政策の社会政策的な役割を規定 した も

のといえる。

もっとも,同 じ第2条 ば,上 記の文章に続けて次のようにも述べている。

「議会はさらに,最 大限の雇用と生産 と購買力にもとつ く経済の実現に向

けて,住 宅産業が最大限の貢献を行 うために,そ のような住宅生産が必要

であることを宣言する。」4〕

こ こで い う 「最 大 限 の 雇用.と生 産 と購 買 力 に も とつ く経 済 」 が ,ユ946年 雇 用

法 の規 定 を意 識 し てい る こ とは 明 らか で あ るコ〕。 つ ま り これ は.,住 宅 政 策 の も

う一 つ の 目的 と して,住 宅 生 産 の促 進 に よ る住 宅 産 業 の 安 定 と,そ れ を通 じた

3)U.S.C〔 川gress,ConferenceReport,U.S.House,N)udrsgActof1949,81stCongresslstSes.

sion,July6,1949.P.1.

4)1か か鼠,P.1.

.5)1946年 雇 用 法 は,そ の 条 文 に お い て,「 最 大 限 の雇 用 と生 産 と購 買 力 を促 進 す る こ とが 連邦 政

府 の継 続 的 政 策で あ り,責 任 で あ る」 と規 定 して い る。 こ の点 につ い て は,野 間俊 威1経 済運 営

の 特 性 」 〔占米 淑 郎 編 『第 「 次 大 戦 後 の ア メ リ カ経 済 』1974年 ,ミ ネ ル ヴ ァ書 房,第2章)25

ペ ー ジ を.参照 。
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完全 雇 用 経 済 の促 進 とい う経 済 政 策 的 な役 割 が意 識 され てい た こ と を意 味 して

い る。 この点 は別 の箇 所 で も しき りに 強 調 さ れ て お り,例 えば 住 宅]標 を達 成

す るた め に採 用 され るべ き政 策 と して,「 全 体 の需 要 の 大 部 分 が で きる 限 り民

間 企 業 に よ って 満 た され るよ う奨 励 す る こ と」 や,「 民 間 企 業 が そ の 目的 を 果

たせ る よ う政 府 の 支 援 が 行 わ れ る こ と」 が あ げ ら れ て い る6〕。

以 上 の よ うに,戦 後 の 住 宅 政 策 は,少 な く と も理 念 と して は,国 民 の 居住 水

準 に お け る ナ シ ョナ ル ・ミニ マ ムの 保 障 とい う社 会 政 策 的 な 目標 を掲 げ る こ と

に な った。 だ が,同 時 にそ の 実 現 の た め の手 段 と して,民 間企 業 の 能 力 を最 大

限活 用 す る こ とが 明 記 され た こ とは:,次 に見 る よ うに,そ の 目標 自体 の 事 実 上

の形 骸 化 を もた らす こ と につ な が った 。

戦後の住宅政策の展開 と住宅問題

戦 後 の住 宅 政 策 で は,住 宅 目標 の 実現 に 向 け て次 の よ う な施 策 が 展 開 され た 。

そ の 第..一は,民 間 の住 宅 モ ー ゲ ー ジ(抵 当融 資)に 対 す る信 用 保 証 で あ る。 こ

政 府 系 機 関 で あ る 連 邦 住 宅 庁(FederalHousingAdministration:

FHA)や 退 役 軍 人 庁(Veteran'sAdministration:VA)が 元 利 の 支 払 い を 保

証す る こ とに よ り,.金 融 機 関 の 融 資 を促 進 し,持 家 の取 得 を促 す も ので,戦 後

の住 宅 政 策.の基 本 とな った 。 第 二 は,低 家賃 公 共住 宅 プ ロ グ ラ ムで.,地 方 政 府

の 設 立 した 公 共 住 宅 庁(PublicHousingAuthority:PHA)が,低 所 得 者 向 け

に低 家 賃 の公 共 住 宅 を建 設 し,そ の 建 設 資金 を連 邦 政 府 が 負 担 す る もの で あ る。

1949年 法 で は.6年 間 で81万 戸,年 間平 均13万5,000戸 の 建 設 権 限 がPHAに.

双 方 の 施 策 嫁 相 互 に 矛 盾 す る こ と な く,全 体 と し て 住 宅 目 標 の 実 現 に 寄 与

す る は ず で あ っ た が,現 実 に は 次 の よ う な 問 題 が 生 じ た 。

第 一 に,民 間 部 門 に よ る 住 宅 供 給 が 基 本 と さ れ た こ と に よ り,事 実 上,低 所

得 者 層 に 対 す る 住 宅 供 給 が 排 除 さ れ る こ と に な っ た 。FHAは,住 宅 モ ー ゲ ー

U、S.Congress,ConferenceR叩 【,rt,U.S.House,op.ac.,PP一 ユー2.
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ジ に 信 用 保 証 を 行 う 際,融 資 対 象 と な る 事 業 の 経 済 的 健 全 性 〔economic

soundness)を 条 件 と して い た た め,民 間 部 門 の住 宅 開 発 に お い て,低 所 得 者

層 及 び黒 人層 が 集 中す る リス クの 高 い都 心 部 よ り も,白 人 中間 層 向 けの 郊 外 開

発 を優 先 しが ちで あ った 。 そ の結 果,白 人 中 間層 の 郊 外 へ の 流 出 が 進 む 一 方 ,

開発から取 り残された都心部の居住環境はいっそう悪化し,ス ラム化が進行 し

た 。1949年 法 で は,ス ラ ム 除 去 を 目 的 と し て 新 た に 都 市再 開 発(urban

redevelopment)事 業 が創 設 さ れ た もの の,再 開発 ゐ 結 果,低 所 得 者 層 向 け住

宅 が高 級 アパ ー トや 商 業 用 不 動 産 に 転換 さ れ る ケ 」 スが 大 半 で ,こ う した 住 宅

か ら追 い出 され た 貧 しい 人 た ち が 移転 先 で新 た に ス ラ ム を形 成 す るな ど
,低 所

得 者 層 の居 住 環 境 の 改 善 に は む しろ逆 効 果 で あ った η。.

第 二 に,低 所 得者 層 向 け の住 宅 供 給 を行 うべ き公 共住 宅 プ ログ ラム は,50年

代 を 通 じて 後退 の.・途 を た ど った 。 公 共 住 宅 の 建設 に対 して は,民 間住 宅 建 設

と競 合 す る もの と して,住 宅 建 設 業 者 や不 動 産業 者 ,金 融 機 関 な どが 強 く抵 抗

し,と りわ け住 宅建 設業 者 の 業 界 団体 で あ る 全 米 住 宅建 設 業 者協 会(National

AssociationofHomeBuilders:NAHB)な どは,建 設 計 画 の 縮 小 に.向けて 積

極 的 な ロ ビー 活 動 を展 開 した。 ま た,公 共住 宅 の 建設 を実 際 に認 可 す.る地 方 自

治 体 レベ ル で は,政 治 的 に は総 じて 保 守 的 な 中 間層 の意 向 が 強 く反 映 さ れ るた

め;黒 人 中心 の低 所 得 者 層 向 け 公 共 住 宅 に は,自 ず と抵 抗 が 強 か ったah。 そ の

結 果,1949年 法 にお い て は年 間13万5,000戸 の建 設 権 限 が付 与 さ.れた もの の
,

それ は1950年 に は7万5,000戸,1951年 に は5万 戸 ,]953年 に は3万5,000戸 へ

と縮 小 され,実 際 の公 共 住 宅 の 新 規 着 工 戸 数 は ,1957年 に は約1万 戸 に まで 落

ち込 む こ とに な った%

7}こ の 点 に つ い て は ・臨 曲A・d・ ・s。・,Tゐ 励 画 ・'β・`肋 蹴 一ACriticalAnalysisofUrban

R劔 ㎜41、%2-1962rMITPre8s,1964 .〔柴 田徳 衛 ・宮 本 憲一 監 訳r都 市 再 開 発 政 策 その

批 判 的 分 析』 鷹 島 出版 会,1971年) ,に 詳 しい 。

8).公 共 住 宅 を め ぐる以 上 の よ うな 対 立 に つ い て
,詳 し くは,平 山,前 掲 論 文,268-275ペ ー ジを

参 照 。

9〕Bar・yCheck・w・y,唱 唱L・・g・B・ild・・,,Fed・ ・田H・u・u,v.。9,。m、,。 。dP。 、,w、lrS。bib。 曲.

ti・・"i・C舩 　!袖 垣 ・'ピ… ・ 厚　 略 ・d.byRachelc.B・a・t.Chest・ ・H・ ㎜ 。n,AnnM。y。.
son,Temple.UniversityPress,1986 ,p.128.
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以一ヒの よ うに,60年 代 以前 の住 宅 政 策 に おい て は,民 間 部 門 の 最 大 限 の活 用

と,低 所 得 者 層 に対 す る ナ シ ョナ ル ・ ミニマ ムの 保 障 とが しば しば 対 立 し,た

い て い は後 者 を犠 牲 にす る方 向 で調 整が 図 られ た。 しか しそ の 結 果,住 宅B標

は 事実...ヒ形 骸 化 され,低 所 得 者 層 の居 住 環 境 は悪 化 の 一 途 をた ど った 。

11ジ ョンソン政権期の住宅政策

1「 偉大 な社会」 と住宅政策

60年 代 に 入 る と,ア メ リ.カで は 貧 困 問題 に対 す る社 会 的 関 心 が 急 速 な 高 ま り

を 見 せ た 。 周 知 の よ う..に,1962年 にM.ハ リン トンが 著 した 『も う一 つ の ア メ

リ カ』1砂)を直 接 的 な 契機 と して,い わ ゆ る 「貧 困 の 再 発 見」 が 進 み,貧 困 の 実

態 をめ ぐ る論 議 が 盛 ん に な る一 方,公 民 権 運 動 に代 表 され る よ うな,黒 人 層 及

び 低所 得 者 層 自身 に よ る差 別 と貧 困 の 実態 の 告発 と,そ れ らの 解 消 に向 けた 下

か らの 運動 が展 開 され てい った 。 そ の結 果,連 邦 政 府 も これ らの問 題 を重 要 視

せ ざ るを え な くな り,ケ ネ デ ィ政権 と,そ の課 題 を 引 き継 いだ ジ ョ ンソ ン政 権

の も とで 一 定 の 政策 的対 応 が な され る こ とに な った。 そ の代 表 的 事 例 が1964年

の 公民 権 法 と経 済機 会法 で あ り,そ れ らの理 念 を表 した 「貧 困 戦 争 」 と 「偉 大

な 社 会 」計 画で あ った。

この よ うな社 会 的背 景 の も とで,住 宅 政 策 の性 格 に も二 定 の変 化 が 生 じた 。

そ の象 徴 的 な現 れ が,「 偉 大 な社 会」 の 宣 言 を受 け て制 定 さ れ た1965年 住 宅 ・

都 市 開発 法(HousingandUrbanDevelopmentActof1965)と,同 法 に も と.

つ く住 宅 ・都 市 開発 省.(DepartmentofHousingandUrbanDevelopment)の

創 設 で あ る。

住 宅 政策 や 都市 開発 政 策 を統括 す る省 庁 を設 立 しよ うとす る動 きは,ケ ネデ ィ

政 権 期 に お いて す で に見 られ る も ので あ り,ジ ョン ソ ン独 自 の着 想 で は な い1㌔

10)MichaelH,,,mgton,ThrOtherAmerica,YqtyintheUnitedState∫,MacmillanCompany,

1962.〔 内 田 満 ・青 山 保 訳 『も う一 つ の ア メ リカ」 日本 評 論 社,1965年 〕D

11)初 発 の も の と し て は,1961年.に,ケ ネ デ ィ に よ っ て 都.市 問 題 及 び 住 宅 省(Depart・nenこof

UrbanAffairsandHo■15ing).の 創 設 が 提 案 さ れ て い る。 この 点 につ い て は,U.S.Cり ㎎ ■じss,/
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む し ろ ジ ョ ン ソ ンの独 自性 は,「 偉 大 な社 会」 計 画 の 一 環 と して の位 置 づ けを

与 え た こ とに あ った 。 同 省 の 設 置 を 求 め た 「中心 都 市 と そ の郊 外 の問 題 及 び 将

:来 に 関す る 大統 領 教 書 」 のIlIで,ジ ョン ソ ンは次 の よ う に述 べ て い る。

「この教 書 は,ア メ リカの都 市 に お け る生 活 水 準 の 向.ヒをめ ざ した 努 力 の

一 環 と して の み 扱 わ れ る べ きで あ る
。 雇 用 の創 造,貧 困 に対 す る闘 い,教

育 と健 康 の 支援,環 境保 全 と公 害 防止 のた め の プ ロ グ ラ ムな.どは すべ て,

偉 大 な 社 会 の 実 現 の 基盤 とな る偉 大 な都 市 を創 造 す るた め の 努力 の一 部 で

あ る。」'2}

このように住宅 ・都市開発省は,理 念としては住宅政策の社会政策的な位置

づけを高める契機 として準備されたものであった。しか しなが ら,法 案の審議

過程においては,そ の位置づけを巡ってさまざまな修正が加えられた。

なかで も重要なのが,省 庁の設立目的 として,「民間の住宅建設業者 とモー

ゲージ金融機関によってなされる,住 宅,都 市開発および国民経済に対する最

大限の貢献を奨励すること」という文言が挿入されたことと,同 省長官の責務

として,「民間企業が,国 民の住宅及び都市開発需要をできる限 り満たせるよ

う奨励 し,さ らに民間企業とできる限り協力すること」という文言が挿入され

たことである131。これは住宅 ・都.市開発省の設立が,む しろ従来の住宅政策の

延長線.」二にとどまるべきこと,す なわち経済政策的な目的に沿うべ きことを規

定 したものにほかならなかった。 しか しそれは,60年 代以前に見 られたように,

経済政策的な目的と社会政策的な目的 との二律背反を招 く可能性を孕んでいた。

＼ReportoftheCo㎜ittee。nGo,,㎜enしOperad。ns,U.S.Se鷹 島 吻 踊 ㎜ 綿 正砂 副 一

隅㎝``ゾHθ 副 π君 α,㎡{1r如 ηP鯉`o僻6η3,89thCongresslstSession,August2,1965,p.5.を 参

.照 。

12>Us.Coロgr已ss ,Hεa血gsbeforeaSubcl,mmittee4theCommitteeonGovernmentOpera..

lions,/7・S・H。use,DepartmentofHou,angandUrbanDevelopment ,89thCongresslstSes,ion,

April5and6,1965,p.12.

13)U.S.Congress,RepoaoftheC。mmi燵eeonGQvc㎜entOperations .U.S.S撒,ψ.`ガ ム,

Augi凪s【2,且965,vv.14-17.
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2住 宅供給 の民活化 と住宅産業

60年 代 以 前 に お い て は,社 会 政 策 的 な施 策 と して公 共 住 宅 ,経 済 政 策 的 な 施

策 と して民 間住 宅 の供 給 が位 置づ け られ,両 者 は対 立 す る関 係 に お か れ て い た 。

これ に対 し.ジ ョ ンソ ン政権 期 に お い て は,当 時 の 世 情 を反 映 して社 会 政 策 的

な住 宅 供給 に民 間部 門 を活 用 す る こ とで,両 者 の 統 合 が 図 られ た 。す なわ ち,

民 間 部 門 が低 所 得 者 層 向 け に 市場 価格 よ り安 く住 宅 を供 給 し,市 場 価 格 と の差

額 を連 邦 政 府 が 負 担 す る とい う,間 接 供給 方 式 が導 入 さ れ た ので あ る。

この よ うな 間接 供 給 方 式 と して ,具 体 的 に は次 の よ う な も のが あ る。 す な わ

ち1民 間金 融 機 関 が 市 場 金利 以 下で の低 利 融資 を行 い,そ の 市場 金利 との差 額

を連 邦 政 府 が 負 担 す る方 式(利.了 補 給)や,通 常 の 民 間 賃 貸住 宅 を低 所 得 者 層

向 け に活 用 し,家 賃 の ・部 を連 邦 政 府 が 支 給 す る方 式.(家 賃 補 助)な どで あ る。

第1表 に は,60年 代 に創 設 され た,こ の よ うな 方式 の主 な プ ログ ラム を掲 げて

あ る。 この.うち セ ク シ ョ ン221(dX3)(住 宅 法 の 第221条 の(a〕の(3順 に規 定 され て

い る プ ロ グ ラ ムで あ る こ とか ら,一 般 に この よ うに略 称 され る。 以 下 も同様 。).

は,山 足 の 配 当 制 限 つ きな が ら,民 間営 利 企 業 の参 加 を認 め た最:初の プ ログ ラ

ムで.ある。

また,同 じ第1表 に示 され てい る よ う に.,こ う した民 間部 門 の活 用 は,従 来.

の公 共住 宅 プ ロ グ ラム に も適用 され る こ とに な った。1965年 に は民 間 賃 貸住 宅

を 公共 住 宅 と して借 り上 げ るIJ一 ス 方式 が 導 入 され,1967年 に は ,地 方住 宅公

社 が 民 間の 住 宅 の提 案 を募 集 して最 良の プ ロ ジェ ク トを 選 択 し,完 成後 それ を

公 共 住 宅 と して買 い上 げ る ター ンキ ー方 式 が 尊 人 さ れ た 。 これ に よ っ て通 常 の

公 共 住宅 プ ロ グ ラムが 廃 止 され た わ けで は な か ったが ,70年 代 初 頭 に は,リ ー

.ス及 び ター ンキ ー の両 方 式 の 占 め る 割 合 は約7割 に達 す る な ど
,公 共住 宅 プ ロ

グ ラム 自体 の 民 活 化 が 進 ん だ 。

ところ で,こ の よ うな民 間部 門 の活 用 の背 景 に は,主 と して以 下 の よ うな3

つ の 要 因 が伏 在 して い た。

そ の 第 一 は,公 共 住 宅 自体 の 質 の 悪化 で あ る。 公 共 住 宅 プ ロ ケ ラ ムは ,さ ま
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第1表1960年 代 の 主 な 低

設
次

創
年 事 業 名

1959中 所得高齢者向け住宅

中所得世帯向け賃貸住宅1961(市
場金利以下プログ.ラム/

1965家 賃補給

住宅 〔利子補給)

ン
号

ヨシクセ
番

202

221(d瓦31

101

23

235

236

・中所得世帯 向け住宅 プログラム

所有形態

持家

Q

賃貸

○

.

○

.

O

.

O

. O

O

補 助 の 内 容

低利融資

○

○

利子補給

o

Q

家賃補助

○

o

「奮・蕩

o

注:セ クション番号 は,.を の事業が規定されている1949年 住宅法 の条項番号。
1.中所得世帯」 とは,低 家賃公共住宅 の所得 ヒ限 は超 えるものの,民 間市場での住宅購 入の

困難 な所得 階層の世帯 を指す。

1目所:HUD,飾 払物g5配 船 歯w頑8∫,1973.よ り作 成。

監
一
蓋

慧
膣
藤
.肇

濡
."

婆

糟
.丁

.

.凄
濯
簸
蓼
蟹
慰

ざ ま な反 対 運 動 に よ って建 設 コス トを制 限 され ,低 水 準 に と どま る こ とを余 儀

な くされ た うえ,低 所 得 者 層 の集 中 に よ って そ れ 自体 が ス ラム化 す る ケ ー.スも

多 か った 。 この た めr低 所 得 者 層 を空 間 的 に分散 す る意 味 で も民 間住 宅 の活 用

が 求 め られ た ので あ る。

第二 は,住 宅 建 設 業 者 に よ る ロ ビー活 動 の変 化 で あ る。 住 宅建 設 業 者 の業 界

団体 で あ るNAHBは,そ れ まで 公 某 住 宅 を批 判 す る側 の 急 先 鋒 で あ った が
,

.60年 代 半ば には,ジ ョ ン ソ ン政 権 の 「偉 大 な 社会 」 計 画 に対 して 賛意 を示 す 姿

勢 に転 じ,同 計 画 を積 極 的 に活 用 す る ス タ ンス を とる よ うに な った 。 この 背 景

に は,住 宅価 格 の 高騰 に よ る一.一戸 建 て住 宅 需 要 の 低 迷 と
,賃 貸 住 宅 需 要 の増 加

が あ った と 考 え られ る。 実 際,1965年 の 家 賃 補 給.プ ロ グ ラ ム の新 設 な ど は
,

NAHBに よ る積 極 的 な ロ ビー活 動 の成 果 で あ った といわ れ て い る固。

14)WilliamLill・yIII ・』』Tト・H・m・b・ 」ld・・'・㎞hl・ ジ'b頚 　 '・。 こ1加 鴻 漁 、萌,d, ,by.」 。。/

..血.



「偉大な社会」期アメリカの住宅政策.(421)81

第 三 は,ア メ リ カの 主 要大 企 業 に よ る,不 動 産 開発 及 び住 宅建 設 へ の進 出で

あ るQ第2表 は,6θ 年 代 半 ばか ら70年 代 初 頭 にか けて の 主 要企 業 の動 向 を示 し

た も ので あ る。 そ れ に よる と,あ り とあ らゆ る業種 の企 業 が,こ の時 期 に相 次

いで 不 動 産 開 発 や住 宅 建 設 に.参入 してい る こ とが わ か る。 そ の 直接 的 な進 出動

機 は企 業 に よ っ て さ ま ざ まで あ る.が1b},共 通 の 動 機 と して,都 市 ・住 宅 問 題 へ

の社 会 的 関 心 の 高 ま り と と もに,60年 代 後 半 か ら70年 代 に急 増 した,戦 後 のべ

ビ ー ブー マ ー の新 世帯 形成 に伴 う潜 在 的 な住 宅 需 要 の拡 大 が 見 込 まれ た こ とは

確 か で あ ろ う。 そ して住 宅 産 業 に ビ ッグ ビ ジ ネス が 参 入 しだ した こ とは,次 に

見 る よ う に.,住 宅 政策 の形 成 過 程 に も重 要 な 変 化 を もた らす こ とに な った 。

3カ イザー委 員会 と1968年 住宅 ・都市開発 法

.民 間部 門 を 活用 した 間接 供 給 に よ る低所.得者 層 向 け住 宅 助 成 の拡 充 は,ジ ョ

ン ソ ン政 権 末 期 に成 立 した1968年 住 宅 ・都 市 開発 法(HousingandUrbanDe・

ve且opmentActof1968,以 下1968年 法 と略 す)に お い て頂 点 に 達 す る。 そ して,

同 法 とそ の 政 策 内容 に大 き な 影響 を与 え た の が,1967年 に設 立 され た 大 統 領 都

市 住 宅 委 員 会(President'sCommitteeonUrbanHousing,通 称 カ イ ザ ー委 員

会)で あ る。

カ イザ ー 委 員 会 の性 格 は,「 ス ラ ム化 した都 市 の 再 生 に,い か に して 民 間 産

業 の 資 源 と能 力 を振 り向 け る こ とが で き るか 」面 とい う設 立 目 的 に端 的 に 示 さ

れ て い る。 実 際.同 委 員 会 の 委 員 は,カ イザ ー ・イ ン ダス トリー ズ社 の 会 長 で

あ る カ イザ.一議 長 をは じめ,ボ イ ス ・カ スケ ー ド社 の 会 長,USジ プサ ム 社 の

＼Pynoos,RobertSchafer,ChesterW.Hrrtman,UpdatedSecondFdidnn,AldinePubli5hh[g

Company,1980,P.33,P.38..

15)こ の 進 出 動 機 につ い て,.水 出 喜一・郎 は以 トの4点 に整 理 して い る。 ① 自社 製 品 の 市 場確 保,販

売 促 進,② 経 営 多 角 化 戦 略 の 一 環,③ 宅 地 開発,ニ ェー タ ウ ン開 発 に よ る 自社保 有 地 の 有効 利 用,

④ ア ポri後.ベ トナ ム 後 の 軍 需 宇 宙 開.発市 場 の縮 小 に対 応 した,宇 宙 開 発 及 び 国 防 産 業 で 開発 し

た シ ステ ム.ズ ・ア プロ ー チ 技術 の住 宅 都市 産 業 へ の 適 用(水 田 喜 一 郎 「住 宅 産剰 日本経 済新 聞

社,1970年,131ペ ー ジ)。 な お,④ に つ い て は,石 川 博 友 『巨 大 シ ス テ ム 産 業』 中 央 公 論 社,

1970年,に.詳 しい 。

16}TheReporrofthePmsidenゼsCommitteeonUrhznHousing,ADecentHome,1967,p..222.
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第2表 住宅建設 ・都市開発部門に進出 した主 な大企業

社 名 主要業種 進出状況

GE 電 機 1965②,196呂 ①

ウ エ ス チ ングハ ウ ス 電 機 1967③,1968①

ロ ッ キ ー ド 航 空 宇 宙 ①
エ ア ロ ジ ェ ッ ト 航 空 機 ①
フ 才 一 ド 自 動 車 1969③

ク ラ イ ス ラー 自 動 車 .ユ967③

グ ッ ド イ ヤ ー ・ タ イ ヤ タ イ ヤ ②③
OSス チー ル 鉄 鋼 1968①,1969③
ベ ス レ ヘ ム ・ス チ ー ル 鉄 鋼 1970①

アル コ ア ア ル ミ 1965②,①

レ イ ノ ル ズ ・メ タ ル ア ル ミ 1965②,①

ボ イ ス ・カ ス ケ ー ド 合 板 1964①,1967③

イ ン ター ナ シ ョナ ル ・ペ ー パ ー

ナ シ ョナ ル ・ジ プサ ム

USプ ラ.イウ ッ ド ・チ ャ ン ピ オ ン.

カ イ ザ ー ・イ ン ダ ス トリー ズ

ガ ル フ石 油

.ハ ン ブ ル石 油

オ ク シデ ン タ ル石油

サ ンセ ッ ト ・イ ン ター ナ シ ョナ ル石 油

ス タ ン ダー ド石油 カ リフ ォル ニ ア

マ ッ ク ロ ッ ク石油

シ グナ ル

ペ ン ・セ ン トラ ル

イ リ ノイ ・セ ン トラ ル

ユ ニ オ ン ・パ シ フ ィ ック

.ノー フ ォー ク ・ウ ェ ス タ ン

オ ー リ ン ・マ シー ン.ン

11"1'

ガ ル フ ・ア ン ド ・ウ ェス タ ン

オ グデ ン

エ トナ 保 陵

CNAフ ィナ ン シ ャル

プル ー デ ン シ ャル保 険

ハ ンコ ック

オク シ デ ンタ ル保 険

紙

う

材

ミ

油

油

油

油

油

油

油

道

道

道

道

学

ト

ト

}

険

陰

険

険

険

木

ル
.

-。
D

D

こ

■
ア

マ

マ

マ

コ
　

ロ

ロ

同

紙

鋼

り

げ

げ

製

石

製

鉄

石

石

石

石

石
.百

石

鉄

錬

鉄

鉄

化

コ

コ

コ
保

保

保

保

保

1968③,1970①

1969①

ユ965②

1966②,1969①

1967⑦

②

1964①

②

②

③

③

③

③

.1969③

1968③

1969①

1967①

1968③

③

1969①

1969①

③

1965③

1970③

注:進 出状 況 の 数 字 は,進 出 年 次 と進 出 部 門(① 住 宅 生 産,② 都 市 開 発,③ 土 地 開発)を 表

す 。

出 所;石ill博 友 『巨 大 シ ス テ ム 産 業」 中 央 公 論 社,1970年,130-131ペ ー ジ,水 田 喜 一 郎

『住 宅 産 業 」 日本 経 済 新 聞 社.1970年,132-133ペ ー ジ,Le〔LGrebleろ 加7望&α 館

H。 諭"8朗 ゴR耀'島'α'6π 川 名PracgerPublishers,1973,vv,14-15等 に よ り作 成..
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会 長 な ど,.さ きの 第2表 に 登場 した企 業 の代 表 の ほか,ベ クテ ル ・コー ポ レー

シ ョ ンの会 長,NAHBの 会 長 な ど に よ っ て構 成 さ れ て お り,住 宅 産 業 関 連 業

界 の利 害 をそ れ ぞ れ代 表 して い た。 カ イ ザ ー委 員 会 の 最 終 報告 書 で は,貧 困層

の住 宅 問 題 発 生 の 原 因 は,安 価 で 良 質 な住 宅.ス トックの不.足に あ る とさ れ,民

間部 門 に よ る効 率 的 な 住宅 生産 を妨 げ る制 度 的 要 因 の 除去 と,連 邦 政府 に よ る

補 助 の 拡 大 の 必 要 とが勧 告 さ れ た。

これ らの勧 告 の う ち,1968年 法 の基 調 とな った の が,10年 間で2,600万 戸 の

住 宅 を建 設 す る とい う住 宅 建 設 目標 の設 定 で あ る。 この 目標 は カ イザ ー委 員 会

か ら の 委 託 に よ っ て,ゼ ネ ラ ル ・エ レ ク ト リ ッ ク社 の シ ン ク タ ン ク で あ る

TEMPO(TechnicalManagementPlanningOperation)が 作 成 した 住 宅 需 要

予 測 に基 づ い て い た1㌔

2,600万 戸(TEMPOの 原 数 字 は2,670万 戸)と い う数 字 は,当 時 の着 工 件

数 の 水 準 か ら見 て過 大 な もので あ った が,そ の 中 に は,ベ ビー ブ ー マ ー世 帯 の

.新 規 需 要(ユ,800万 戸)の ほか に,標 準 以 下 ⑱住 宅 の 建 て 替 之 需 要(870万 戸)

が.含まれ てい た。1968年 法 の 策 定 に.あた っ て は,「 す べ て の ア メ リ カの家 族 に

対 す る快 適 な住 宅 と適 切 な居 住 環 境 の 実 現」 とい う住 宅 目標 が 絶 えず 意 識 され

て お り,し た が っ て住 宅 需 要 も,所 得 水準 に 関係 な く,す べ て の世 帯 が標 準 的

な住 宅 を確 保 す る こ とが 前 提 と され て い た 。...

・方 でTEMPOは
,ア.メ リ カの 平 均 的 世 帯 が標 準 的 な 住 宅 を購 入 す る際 に

充 て て い る年 間所 得 割 合 を20%と 推 定 し,所 得 の20%未 満 で 標 準 住 宅 を購 入で

きる 世帯 を有 効 需 要世 帯(effectivedemandhousehold),20%以 上必 要 な 世帯

を 非 有 効 需 要 世 帯(non-effectivedemandhouseh⑪ld)と 規 定 し,連 邦 政 府 の

補 助 に よ っ て,低 ・中所 得 世 帯 の うち の非 有 効 需 要 世 帯 を有 効 需 要 世帯 に転 じ

る こ とが 可 能 で あ る と した 。.ここに は,低 所 得 者 層 向 け住 宅 を需 要拡 大 の好 機

と見 る,経 済 政 策 的 な発 想 の存 在 を見 て取 る こ とが で き る6

17)TEMPO,"UnitedStatesHousingNeeds,1968-1978,"凱 ♂ReportofthePresident's(b別 醒 が旋8

asUrbanHoas加&T8`〃 π磁'5`π4榔y6伽2配81,1967,
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実 際,1968年 法 に お け る住 宅 建 設 目標 の最 大 の特 徴 は,住 宅 供 給 の 方 法 と し

て新 築 に重 点 が 置 か れ た 点 で あ る.最 終 的 に は,2,600万 戸 の うち600万 戸 が 補

助 金付 きの低 ・中所得 世帯 向 け住 宅 とされ た が,そ の うち 中 古 住 宅 の修 復 に よ

る もの は100万 戸 にす ぎず,残 りの2 ,5⑪0万戸 はす べ て 新 築 で 充 当 す る もの と さ

れ た。 これ は全 体 と して,毎 年 平 均250万 戸 の新 規 住 宅 需 要 が 発生 す る こ と を

意.床して い た 岡。

な お,住 宅 建 設 目標 の 実 現 に 向 け て ,1968年 法 で は 間接 供 給 型 の 新 た な連 邦

補 助 プ ロ グ ラ ムが 創 設 さ れ た 。 さ き の第1表 に も示 した よ うに ,低 ・中所 得 世

帯 を対 象 と した持 家 事 業 と して の セ ク シ ョ ン235と,賃 貸 住 宅 事 業 と して の セ

ク シ ョ ン236が そ れ で.ある。 これ ら は利 子 補給 プ ロ グ ラ ム と呼 ば れ
,住 宅 購 入

考 及 び借 家 人 の モ ー ゲ ー ジ負 担 を,金 利1%分 に まで 引 き下 げ(た だ し
,セ ク

シ ョン235で は所 得 の最 低20%,セ ク シ ョン236で は所 得 の25%を 負担 しな けれ

ば な らな い),通 常 の元 利 償 還 額 との 差 額 を連 邦 政 府 が 負 担 す る とい う もの で

あ る。 そ の 担 い手 と して は,い うまで も な く民 間営 利 企 業 の参 加 が 想 定 され て

い た 。

1111968年 住 宅.・都 市 開発 法 の成 果 と限 界

1連 邦補 助プログラムと住宅 ブーム'

1968年 法 に よ る新 た な連 邦 補 助 プ ロ グ ラム の創 設 は,低 所 得 者 層 向 け住 宅事

業 へ の住 宅 産 業 の進 出 を 促 進 した,第3表 は,こ れ まで に述 べ た補 助 プ ロ ダ ラ

ー 18)こ の点について,住 宅都市 開発省が1973年 に出 した報 告書である 「70年代の住宅」 は
,次 のよ

うに述 べている。「1968年の住 宅目標 という法律上 の用語 は生産に対する強調 を表 レていた.『 す
べてのアメ リカの家族 に対す る適切な住宅 と居住環境』 という表現は

,何 年 もの聞,生 産目.的と
の関連で使用 されて きた言葉であ り,言 外 に住宅生産 を意味 していた。1949年 住 宅法 における全

国住宅政策の宣言の文脈における目標 の置 き方 も生産に対す る強調を支持 する もので あ り,同 宣言
は,「 生産』,『住宅産業』,『最大雇用の経済」,『住宅生産」,『毎年 の高 水準の住宅生産に よる

住宅産業の強化」 などの言葉が溢れていた。それに対 し,保 全,中 古住宅 の供給 また は修復につ
いては何 ら触れ られていなか った」。HUD,Ho照 加g加 漉r58加,鹿 衡,1973,p.1-27,(日 本住宅公
団審議 室訳r米 国住宅 政策 再検 討調査 報告 書一1970年 代 の住 宅 〔住宅都 市 開発省.1973>
一 』1975年 ,187-188ベ ージ.た だ し,訳 文の=部 を修正 した。)

竈

了
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第3表 連邦補助 による民 間住宅着工戸数の推移

(425>85

(学位:万 戸,%)

1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

公共住宅(ターンキー及びり一ス:1

セク ション202

セクシ ョン201〔d;(3)

家賃補給 〔妙 シ.ヨン燭

セクシ ョン235

セクシ ョン236

0.O

o.5

1.1

0.0

O.1

0.6

1.2

0.D

0.5

0.7

2.3

0.3

2.7

0.7

4,5r

l.7

0.1

4.0

0.7

3.3

1.8

2.8

1.0

6.4

0.3

1.7

2.3

11.6

10.5

5.O

o.l

O.5

1.1

13.3

10.8

2.ア

o.o

o.l

o.9

8.3

8.1

2.D

O.1

0.6

2.6

4.8

連邦補助住宅計測 1.6 1.9 3.8 9.7 13.7 32.8 30.8 20:1 10.0

全民間住宅着工戸数B} 147.3 116.5 129.2 150.8 146.7 143.4 205.2 235.7 204.5

補助住宅の比(A/R.) 1.1 1.7 2.9 6.4 9.4 22.8 15.0 8.5 4.9

出 所:補 助 住 宅 は,U.S.Congress,HearingbeforetheJointEconomicCommittee,α 岬 初'

F'onomirSituation.andOutfkokfn,MeHousingIndwtry,94thCongresslstSes・

sion,民 間 住 宅 着 工 戸 数 は,U.S.BureauoftheCensus,し 勧 ∫`剛``加R吻r`&

原 資 料:DMsi【 川`,fRese己rcl】andS[811621,5,HousingPrudu,=tionandMortgageCredit.

FHA,U.S.Departnle[lt.ofHousingandUrbanDevelopment,"HUD-Subslzεd

Housi㎎Production,"seriesRR=3DOS,よ りNAHB経 済 都 が 集 計 ワ

ム に よ る住 宅 着 工戸 数 の推 移 を示 した 表 で あ る。1968年 か ら70年 にか けて 連 邦

補 助 住 宅 の 着 工戸 数 が急 増 し,1970年 に は全 民 間住 宅着 工 戸 数 の22.8%に まで

達 した こ とが わ か る。 な か で もユ968年 法 に よ って 設 け られ た セ ク シ ョ ン235と

236の 伸 び は著 し く,1970年 に は,両 者 だ けで 補 助 プ ロ グ ラム の67%を 占め る

に至 って い る。

も っ と も,こ の よ うな補 助 住 宅 の割 合 の 上 昇 に は.こ の時 期 の金 融 市 場 の動

向,す なわ ち,.1969年 か ら70年 にか けて の市 場 金利 の 高騰 ζ,そ れ に よ る貯 蓄

貸 付 組 合(S&L)な ど住 宅 金 融 機 関 か らの 預 金 流 出 お よ.びモ ー ゲ ー ジ 金 利 の

高 騰 が 影 響 してい た 、 通常 で あ れ ば,市 場 金 利 の 高騰 は住 宅 需要 の減 少 を もた

らす が,セ ク シ ョン235や236の 利 子 補 給 プ ロ グ ラ ムの場 合,モ ー ゲ ー ジ の借 り

予 は1%の 元 利 償 還 額 を負 担 す るだ けで,.残 りは政 府 の助 成 を受 け うる た め,

金 利 上 昇 の影 響 は小 さ い 。 この た め,住 宅 建 設 業 者 に よ る需 要が 両 プロ グ ラム

に集 中 し,一 時 的 に連 邦補 助 住 宅 の比 重 を増 大 させ た の で あ る。
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この よ うに 一時 的 で あ った とは い え ,信 用 逼 迫 期 に も関 わ らず 住 宅 需 要 が伸

び続 けた こ とが,住 宅建 設部 門 に お け る投 資 を促 進 し,ユ971年 か ら72年 にか け

て の 未 曾 有 の住 宅 ブ ー ム を招 来 した。 さ きの 第3表 に も示 した よ うに,民 間住

宅 着 工 戸 数 は1971年 に は200万 戸 を超 え,1972年 に は236万 戸 とい う戦 後 最 大 の

規模 に 達 した。 こ の ブ ー ムの 中心 とな った の が,賃 貸 住 宅 や コ ン ドミニ ア ムな

どの集 合 住 宅 で,1966年 か ら72年 にか けて ,一 戸 建 て住 宅 の 着 工 戸 数 が,77万

9,000戸 か ら130万9,000戸 へ と,68%の 増 加 をみ た の に対 し,5戸 以 上 の集 合

住 宅 は,32万5,000戸 か ら90万6,000戸 へ と,実 に179%の 増 加 を 示 しだ'}。 連

邦 補 助 の 賃 貸住 宅需 要が,こ の よ うな集 合住 宅 の増 加 に相 当程 度 寄 与 してい た

こ とは 明 らか で あ ろ うg

さ らに,集 合 住 宅 の増 加 に は,1969年 に導 入 され た 税 制 上 の 優 遇 措 置 も大 き

く影 響 して い た。1969年 税 制 改 正 法(TheTaxReformActof1969)は ,賃

貸 住 宅 に対 す る加 速償 却 制 度 を導 入 す る と と もに,.低 ・中 所得 世 帯 向 け賃 貸 住

宅 に対 す る特 別 な加 速 償 却 を認 め,さ ら に非 住 宅 不 動 産 よ りも住 宅 の,中 古 不

動 産 よ りも新 築 不 動 産 の償 却 を 早め る措 置 を 盛 り込 ん だ 。 これ は節 税 効 果 を狙

う投 資 家 た ち に よ る賃 黛 住 宅 へ の 投 資 を促 進 し,住 宅 建 設 業 者 の多 くは,そ れ

と.のパ ー トナ ー シ ップ を形 成 す る こ とに よ っ て,積 極 的 に事 業 に参 加 して い っ

た。

しか しな が ら,こ の よ うな投 資 の拡 大 は,次 第 に 賃 貸 住 宅 の 過 剰 を招 い て

い った 。1970年 か ら73年 にか けて,賃 貸 住 宅 の 空 室 率 は,全 国 平 均 で5.3%か

ら5.8%へ 上 昇 し,1974年 に は6.2%に の ぼ っだ 。〕。 同時 に,イ ン フ レの 進行 に

よ っ て建 築 資 材 費や 労 賃 が 上 昇 し,地 価 の 上昇 と相 ま っ て住 宅価 格 は高騰 して

い っ た。1973年 に入 る と,住 宅 ブー ムに次 第 に陰 りが 見 え る よ うに な った 。

19)U・S.SumacoftheCensus,Goη 舘曜 ど如躍R@o鷹H∂ 榔fπ95齪r`翫

20/HUM野 ∫故'醜 ∫`認Yε σ 帥g々 の「197スp .365.
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2住 宅政策の再編

1972年 に頂 点 に達 した 住 宅 ブー ムは,ユ973年 か ら74年 にか けて,急 速 に終 焉

に 向 か った 。 そ れ まで の過 剰 建 築 に加 え て,1973年 秋 か らの オ イ ル シ ョ ックに

よ って 加 速 さ れ た物 価 上 昇,さ ら に金 利 の 上昇 に よ る資 金 調 達 難 な どが そ の 主

た る原 因 で あ った 。

もっ と も,い ま 一 つ の無 視 で き ない 要 因 と して指 摘 す べ きは,1973年3∫1の,

ニ ク ソ ン政 権 に よ るす べ て の 連 邦 補 助 事 業 の 中 断.(moratりrium)で あ る。 こ

れ は,新 規 の 補 助 事 業 の 認 可 を 一 時 中 断 し,既 存 の 補 助 事業 の効 率性 や公 正 さ

な どにつ い て再 検 討 を加 え る とい う もので.,事 実 上 この 措 置 に よ って 多 くの補

助 事 業 が 廃 止 に追 い 込 まれ る こ とに な った 。

中 断措 置 の背 景 とな った 補 助 事 業 の.問題 点 と して は,主 と して 以..ドの 点 が 指

摘 され て い る。 第 一 は,事 業 コス トの 増 大 で あ る 。連 邦 政 府 の補 助 金 や 税 制優

遇 措 置 の金 額 は,当 該 事 業 の コ ス トに比 例 す る た め,民 間 開発 業 者 の 問で 補 助

金 を最 大化 す るた め に建 設 コス トを上 積 み し ょ う とす る傾 向 が 生 じた。 第 二 は,

債 務 不 履 行 や抵 当流 れ の増 大 で あ る。 連 邦 政 府 保 証 に よ って保 護 され て い る と

い う事 実 は,い わ ゆ る モ ラル ハザ ー ドを発 生 さ せ,リ ス クの 大 きい事 業 を増 加

させ る と と もに,開 発業 者 や 投 資 家 に容 易 に債 務 不 履 行 を 発 生 さ せ る こ とにつ

なが った。 第 三 は,不 公 正 な事 業 の増 大 で あ る.。第 一 の 要 因 か ら,事 業規 模 が

よ り高 額 に な り,補 助 金 の受 給 対 象 者 も補 助 の 必 要 性 の 比 較 的 薄 い 中 所得 者 層

に偏 る傾 向が 生 じた。 第 四 に,投 資 家 に とって の補 助 事 業 の 魅 力 は 賃 貸料 収 入

よ り もむ しろ節 税 効 果 にあ った た め,物 件 の維 持 ・管 理 に は ほ と々 ど関 心 が払

わ れ ず,建 物 の荒 廃 が 進 んだ 。 これ らの 問題 点 は いず れ も,民 間 部 門 の 利 潤 動

機 と社 会 政 策 的狙 い を持 っ た補 助 プ ロ グ ラ ム との ギ ャ ップ を埋 め る役 割 を,連

邦 政 府 が 適 切 に果 た し得 な か っ た こ とに よ る もので あ っだn。

21)連 邦 補 助 プ ロ グ ラ ム の 問 題 点 に つ い 『〔ば,R.AllenHays,TheFederal(and

ひ,加 。1動 　f隅Sし ・t・University・fNewY・rkPress,1985,pp・112-1圏 ・及 びHUT),op・ 砿

1973.chapter4,を 参 照 した.
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中断 措 置 に対 して は 、NAHBを は じめ,抵 当 銀 行 協 会(Mortgag.Banker,

Association),AFL-CIOな どの 諸 団 体 が い っせ い に反 対 した。 しか しな が ら,

政 治 的 力 関係 を転 換 す る まで に は至 らず ,連 邦 補 助 プ ロ グ ラ ム は,1974年 住

宅 ・ コ.ミ ュ ニ テ ィ 開 発 法(HousingandCommunityDevelopment.Actof

1974)に よ って 大 幅 に再 編 さ れ る こ と に な った 。

新 法 に よ って,低 所 得 者 層 向 け住 宅 プ ロ グ ラ ムは ,一 部 を 除 い て セ ク シ ョン

8.ζ呼 ばれ る家 賃 補 助 事 業 に一 本 化 さ れ た 、 セ ク シ ョ ン8で は,そ れ まで の新

築 に偏 重 した事 業 の あ り方 が批 判 され,新 築 に加 え て中 古 住 宅 とそ の修 復 が 補

助 の対 象 と な るな ど,.明 確 な路 線 転 換 が 打 ち出 され た 。 これ は ,都 市 ・住 宅 問

題 の原 因 は,も はや 住 宅 の絶 対 的 な不足 で はな く,む しろ既 設 住 宅 へ の 入居 費

用 と所 得 との ギ ャ ップ にあ り,.し た が って政 府 の役 割 は,、住 宅 の 供 給 の 増 加 で

は な く,そ の ギ ャ ップ を埋 め る こ とに.ある とい う,政 策 指 針 の 大 幅 転換 を 背 景

と して い た謝。

連 邦補 助 プ ロ グ ラム の 中断 と再 編 は,住 宅 ブー ム の 終焉 を決 定づ け る こ と に

な り,そ の結 果,.1968年 法 に よ る住 宅 建 設 目標 も,.結 局 は未 達 成 に終 わ った 。

第1図 に示 され る よ うに,連 邦 政 府 補 助 の ない2 ,000万 戸 の 目標 につ い て は,

.ブ ー ム期 の 過 剰 建 築 と,70年 代 後 半 に お け る住 宅 投 資 の 回復 に よ って9割 以 上

の 達 成 率 とな った もの の,補 助 の必 要 な低 所 得 者 層 向 けの600万 戸 につ い て は
,

目標 の50%に も満 た な い270万 戸 の 実 績 に と どま った 鋤。 この こ とは,ど れ だ

け 政府 の補 助 金 を手 厚 く して も,最 終 的 な住 宅 の供 給 量 は民 間 部 門 の 動 向 に委

ね ら れ て い る とい う こ と,し た が って住 宅 市 場 自体 が停 滞 す れ ば
,補 助 金 付 き

住 宅 の供 給 量 も減 少 せ ざ る を え な い とい う,間 接 供 給 方 式 の根 本 的 な 限界 を示

して い る とい え よ う。

22)こ の よ うな イ デ 担 ギ ー の 転 換 に つ ㌧・『⊂は
,G・ ・㎎・ρ・k…a・d)。 。re,.Danni。11,"H。 　 i,壌・・

in嗣 卿 ・4R… 融'・ 號 配3・ 翻 ㈲ ・4鵬 ん 距《・・鰭 エ知 国.byGe。rge(}。 卍。,。.凸,

UrbaninstitutePress ,1996.(下 河 辺 淳 監 修,東 京 海..ヒ研 究所 編 訳 『都 市 問 題 の政 策 科 学一.ア

メ リ カに お け る大 都市 の 安 心 の 条 件 一 」 東 洋 経 済新 報 仕
,1996年,第5章),に 詳 しい 。

23)HUD,」{忽 ε瞬 評`α'}/印r㎞ ゑ`ゾ'197スp ,341.
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第 】図1969-78年 の住 宅 建 設 目標 とそ の実 績
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出所=HUD,StatisticalYearbookof1977よ り作 成 。

お わ.り に

これ まで の 考 察 によ って明 らか に な った こ と をい ま 一 度 要 約す る と,以 下 の

とお りで あ る。

第 一 に,ジ ョン ソ ン政 権 期 にお い て 低 所 得 者 層 向 け住 宅助 成 の拡 充 を可 能 に

した 条件 は,民 活 型 の間 接 供 給 方 式 の 導 入 と,そ れ を ビジ ネ ス チ ャン ス と受 け

止 め た住 宅 産業 及 び ビ ッグ ビジ ネ スの 存:在で あ っ た 。言 い換 えれ ば,.低 所 得 者

層 向 け住 宅 助 成 の大 幅 な拡 充 は,そ れ を経 済 政 策 と して,す なわ ち これ らの 企

業 に対 す る 市場 創 出 政 策 と して 位 置 づ け る こ とに よ っ て は じめ て 可 能 で あ った

とい うこ とが で きる。 そ の 意 味 で は,経 済 政策 的 な 目的 の優 位 とい う ア メ リ カ

の住 宅 政 策 の基 本 的 な 性 格 は,ジ ョン ソ ン政 権 期 に も一 貫 して い た とい え よ う。
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しか し第 二 に,民 間部 門 の利 潤 動 機 と補 助 プ ロ グ ラム の社 会 政 策的 性 格 とは,

本 来 両 立 しな い もの で あ り,そ の限 界 は,連 邦 政府 に よ る補 助 金 支 出 の限.界と,

民 間市 場 の 停 滞 に よ る絶 対 的 な 住 宅 供 給 量 の 制 限 とい う形 で 現 出 す る こ と に

な った 。結 果 と して,そ れ は連 邦 補助 に よ る住 宅供 給 そ れ 自体 を否 定 す る保 守

派 の 論 調 に根 拠 を与 え る こ と に な り,7⑪ 年代 中 葉以 後,社 会 政 策 的 な側 面 は住

宅 政 策 に お い 七再 び後 景 に追 い や られ る こ とに な る ので あ る。


